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みっきぃナビ

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

健　

康

人
権
の
目

相　

談

く
ら
し

教
室
・
講
座

施　

設

催　

し

子
育
て

募　

集

　

下
水
道
事
業
予
算
は
、
総
額
約
50
億
円
で

す
。

　

施
設
の
維
持
管
理
な
ど
経
営
活
動
に
伴
う
支

出
の
う
ち
下
水
道
使
用
料
で
賄
え
な
い
不
足
額

は
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
約
6
億
3
千
万

円
で
補
て
ん
し
ま
す
。

　

ま
た
、
施
設
整
備
に
要
す
る
収
支
の
不
足
額

は
、
現
金
支
出
を
伴
わ
な
い
減
価
償
却
費
な
ど

の
内
部
に
留
保
さ
れ
た
資
金
な
ど
で
補
て
ん
し

ま
す
。

排
水
設
備
改
造
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
の
お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を
す
る
方
に
市
内
の
融

資
取
扱
金
融
機
関
か
ら
資
金
が
借
り
ら
れ
る
融
資
あ
っ
せ
ん

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

▼
あ
っ
せ
ん
額　

一
戸
に
つ
き
80
万
円
以
内

▼
融
資
利
率　

年
2
．
4
％
（
令
和
2
年
3
月
31
日
ま
で
）

▼
返
済
方
法　

60
カ
月
以
内
の
元
利
均
等
返
済
（
ボ
ー
ナ
ス
返

　

済
の
併
用
も
で
き
ま
す
）

　

な
お
、
あ
っ
せ
ん
の
条
件
や
申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど
詳

細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

令
和
元
年
度
　
下
水
道
事
業
予
算
　

●
三
木
市
起
業
家
支
援
利
息
補
給
制
度

●
三
木
市
起
業
家
支
援
事
業
補
助
金

起
業
・
第
二
創
業
を
め
ざ
す
方
を
応
援

市
内
の
商
店
街
で

　
お
店
を
持
ち
ま
せ
ん
か

起
業
・
創
業
支
援

消
費
税
率
改
正
に
伴
う

水
道
料
金・下
水
道
使
用
料

の
経
過
措
置
に
つ
い
て
　

■問
（市）
下
水
道
課
　
下
水
道
業
務
係

経営活動に伴う収入と支出（損益収支のため消費税等抜き表示）

施設整備に要する収入と支出 (資本収支のため消費税等込み表示)

その他
7億2,757万円

その他
2,626万円

施設の減価償却費など
13億8,071万円

借入金の利息
3億7,895万円

管理運営などに係る経費
5,401万円

使用量の検針や
徴収に係る経費
7,228万円

施設の維持管理費
6億1,144万円

下水道使用料
11億7,061万円

一般会計からの繰入金
6億2,772万円

国県からの補助金
3,000万円

その他
3億6,240万円

不足額
8億8,096万円

その他
1,150万円

施設の建設改良
などの経費
3億1,601万円借入金の返済

18億4,335万円

借入金（企業債）
8億9,750万円

黒字額
225万円

【融資あっせんの流れ】

※融資あっせんの申請の受付（①）から工事着工（⑤）までに２週間程度必要です。
　なお、融資資金は融資契約締結（⑧）後、融資取扱金融機関から排水設備工事業者へ直接支払われます。

　事前に見積依頼、見積書を受領してから申請してください。

着工 竣工
工事

排水設備工事業者（指定工事店）

市（下水道課） 融資
決定

受付

融資の可否を決定 融資取扱金融機関

申請者（あなた）　　　　　

⑤回答が
　『可』なら
　ば工事へ

見積書受領事前に
見積依頼

①融資あっせん
　申請書提出

検査合格
ならば④回答 ⑥検査 ⑦通知

⑦融資依頼③回答②事前協議

⑧融資
　契約締結

事前協議をせずに着工した
工事は融資できません

収入
12億8,990万円

支出
21億7,086万円

収入
25億2,590万円

支出
25億2,365万円

　

消
費
税
率
が
8
％
か
ら
10
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
令
和
元
年

10
月
1
日
か
ら
増
税
分
2
％
を
料
金
に

上
乗
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
令
和
元
年
9
月
30
日
以
前

か
ら
継
続
し
て
水
道
・
下
水
道
を
使
用

し
て
い
る
場
合
、
令
和
元
年
10
月
1
日

以
降
の
最
初
の
検
針
分
に
限
り
、
8
％

の
消
費
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

■問
・
（市）
水
道
業
務
課
　
営
業
係

　

・
（市）
下
水
道
課
　
下
水
道
業
務
係

▼
対
象
者
（
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す

る
方
）

・
起
業
ま
た
は
第
二
創
業
を
す
る
日
に
お

い
て
、
市
内
に
住
所
お
よ
び
主
た
る
事

業
所
を
有
す
る
個
人
ま
た
は
法
人

・
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
日
か
ら

5
年
以
上
継
続
し
て
事
業
を
営
む
意
思

を
有
す
る

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

・
過
去
に
同
じ
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い

▼
募
集
数
　
女
性
枠
2
件
、
若
手
枠（
35

歳
未
満
）
1
件
、
一
般
枠
1
件

▼
補
助
対
象
経
費
（
県
の
補
助
金
を
併
用

す
る
場
合
は
、
当
該
補
助
金
の
額
を
控
除
）

・
事
務
所
開
設
費
（
事
務
所
の
賃
料
な
ど
）

・
備
品
購
入
費
、
リ
ー
ス
料
（
車
両
の

購
入
は
除
く
）

・
専
門
家
経
費
（
専
門
家
謝
金
な
ど
）

・
事
業
費
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
な
ど
の
広
告
宣
伝
費
、
通
信

費
、
運
搬
費
、
光
熱
水
費
）

▼
補
助
内
容
　
補
助
対
象
経
費
の
2
分

の
1
（
上
限
50
万
円
）

▼
募
集
期
間
　
6
月
10
日
（月）
〜
7
月
11
日
（木）

　
　

申
請
書
類
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

三
木
市
中
小
企
業
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
の
指
導
お
よ
び
助
言
を
必
ず
受
け

て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　

三
木
市
民
で
、
市
内
で
起
業
す

る
予
定
、
ま
た
は
開
業
後
１
年
未
満
の
方

▼
補
給
率
・
補
給
期
間
　
当
該
融
資
期
間

中
に
支
払
う
利
息
の
50
％
（
遅
延
利
息

を
除
く
）

▼
対
象
融
資
資
金　

公
庫
の
取
り
扱
う
起

業
の
た
め
に
必
要
な
資
金

▼
資
金
使
途
　
運
転
資
金
ま
た
は
設
備
資
金

▼
融
資
限
度
額
・
貸
付
期
間
・
利
率

　

公
庫
の
取
り
扱
う
資
金
種
別
お
よ
び
審

査
結
果
に
よ
る

▼
取
扱
金
融
機
関

　

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫

　

明
石
支
店
国
民
生
活
事
業

　

☎
0
7
8
-9
1
2
-4
1
1
4

・
吉
川
町
で
起
業
の
方

　

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫

　

神
戸
支
店
国
民
生
活
事
業

　

☎
0
7
8
-3
4
1
-4
9
8
1

　

市
内
で
の
起
業
を
目
的
に
、
㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
：
公
庫
）
か
ら
融
資
を

受
け
る
方
を
支
援
し
ま
す
。

■問
（市）
商
工
振
興
課
　
中
小
企
業
振
興
係

　

市
内
の
商
店
街
の
空
き
店
舗
を
活

用
し
て
商
売
な
ど
を
展
開
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
方
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ

ッ
プ
）
や
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
い

商
店
街
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
事
業

（
に
ぎ
わ
い
広
場
設
置
事
業
）
に
対
し

て
助
成
し
ま
す
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ

▼
募
集
期
限
　
6
月
28
日
（金）

▼
助
成
内
容
　
家
賃
助
成
（
家
賃
の
2

分
の
1
以
内
、
上
限
月
額
7
万
円
）

▼
助
成
期
間
　
最
長
12
カ
月
間

に
ぎ
わ
い
広
場
設
置
事
業

▼
募
集
期
限
　
令
和
2
年
1
月
17
日
（金）

▼
助
成
内
容
　
事
業
費
助
成（
助
成
対
象

経
費
2
分
の
1
以
内
、上
限
30
万
円
）

■問
・
■申
■請
商
店
街
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業

　
推
進
委
員
会
事
務
局

・
三
木
商
工
会
議
所

　
☎
8
2
ー
3
1
9
0

・
三
木
市
商
店
街
連
合
会

　
☎
8
3
ー
3
3
7
7

・
（市）
商
工
振
興
課

　
商
業
労
政
係

〈ご注意〉　水道・下水道の使用開始が令和元年10月1
日以降のお客様の場合、令和元年10月および11月検
針分から10％の消費税が適用されます。

偶数月検針の場合は、令和元年12月検針分から消費
税率10％が適用。
奇数月検針の場合は、令和2年1月検針分から消費税
率10％が適用。

消費税率8％ 消費税率10％

料金改定日
(10月1日) 検針日

9


